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⑪外国旅費(派遣)の算出
外国旅費＝（運賃＋特急料等）＋（日当×日数）＋（宿泊料×夜数）＋（支度料）

＋（雑費）
○運賃：事業者等の本邦を出国する地から本邦へ入国する地までの運賃。本邦に

居住しない事業者等が、現地において研究活動等に参加する場合は、当
該者の運賃。

○日当及び宿泊料：事業者等の本邦を出国する日から本邦へ入国する日までの日
当及び宿泊料。本邦に居住しない事業者等が、現地において研究活動
等に参加する場合は、当該者の日当及び宿泊料。

○支度料：１人につき 円（但し出張期間が１４日以内の場合は 円）50,000 25,000
を上限として支出できます。ただし、出発する日以前１年以内に支度
料又はこれに類する経費を受けた者、他の目的の外国出張を中断して
参加する者及び外国在住の研究協力者等には支給できません。

、 。○雑 費：予防注射 旅券の交付手数料及び査証手数料並びに入出国税の実費等
なお、外国在住の研究協力者に係るものは支給できません。

⑫外国人招へい等旅費
外国人招へい等旅費＝運賃＋（日当×日数）＋（宿泊料×夜数）

○運賃：招へい者の外国に居住する地から本邦に入国する地及び本邦の出国地か
ら外国に居住する地までの運賃。

○日当及び宿泊料：出発から入国日前日まで又は帰国日翌日から帰着までの日当
及び宿泊料。原則として、表２の額を上限として支給するこ
とができます。

なお、招へい外国人の滞在費については 「旅費」ではなく「事業推進費」の、
中に計上してください。

《表１》国内旅費の日当及び宿泊料（単位：円）

職 名 等 日 当 宿 泊 料
甲 地 乙 地

教 授 ２，６００ １３，１００ １１，８００
助 教 授

講 師 ２，２００ １０，９００ ９，８００
助 手
日本学術振興会

特別研究員

大 学 院 生 １，７００ ８，７００ ７，８００

(備考)①甲地方とは宿泊地が次の場合をいい、乙地方とは甲地方以外をいう。
、 、 、 、 、 、 、 、 、関 東：東京２３区 八王子 立川 武蔵野 三鷹 府中 調布 町田 小金井

国分寺、国立、狛江、多摩、稲城、西東京、さいたま、千葉、横浜、川
崎、横須賀、鎌倉、葉山

東 海：名古屋
京阪神：京都、大阪、堺、岸和田、豊中、池田、吹田、泉大津、高槻、貝塚、守

口、枚方、茨木、八尾、泉佐野、富田林、寝屋川、和泉、箕面、高石、
東大阪、神戸、尼崎、西宮、芦屋、伊丹、宝塚

九 州：福岡
②旅行者が同一地域において滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到
着した日の翌日から起算して滞在日数３０日を超える場合にはその超える日数につ
いて定額の１割に相当する額、滞在日数６０日を超える場合にはその超える日数に
ついて定額の２割に相当する額をそれぞれの定額から減額して支給。
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《表２》外国旅費(派遣)の日当及び宿泊料（単位：円）

職 名 等 教 授 ・ 助 教 授 講 師 ・ 助 手 大 学 院 生
（ ）日本学術振興会特別研究員

日当・宿泊料の別 日 当 宿泊料 日 当 宿泊料 日 当 宿泊料

7 200 22 500 6 200 19 300 5 300 16 100出国する日 指定都市 ， ， ， ， ， ，
から入国す

6 200 18 800 5 200 16 100 4 400 13 400る日までの 甲 地 方 ， ， ， ， ， ，
単価

5 000 15 100 4 200 12 900 3 600 10 800乙 地 方 ， ， ， ， ， ，

4 500 13 500 3 800 11 600 3 200 9 700丙 地 方 ， ， ， ， ， ，

32 6 500 20 200 5 600 17 400 4 800 14 500以同 に 指定都市 ， ， ， ， ， ，
上一 係 日

5 600 16 900 4 700 14 500 4 000 12 100に地 る 甲 地 方

～

， ， ， ， ， ，
61な域 単

4 500 13 600 3 800 11 600 3 200 9 700るに 価 日 乙 地 方 ， ， ， ， ， ，
場お ま

4 000 12 100 3 400 10 400 2 900 8 700合け で 丙 地 方 ， ， ， ， ， ，
る

62 5 800 18 000 5 000 15 400 4 200 12 900滞 単 指定都市 ， ， ， ， ， ，
在 価 日

5 000 15 000 4 200 12 900 3 500 10 700日 以 甲 地 方 ， ， ， ， ， ，
数 上

4 000 12 100 3 400 10 300 2 900 8 600が に 乙 地 方 ， ， ， ， ， ，
係32

3 600 10 800 3 000 9 300 2 600 7 800日 る 丙 地 方 ， ， ， ， ， ，

(備考)①１日において、日当又は宿泊料の額が異なる地域を旅行した場合には、その額の多
い方の旅行先の区分に掲げる額とします。

（ 。）②船舶又は航空機による旅行 外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く
の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とします。なお、本邦を出発
した日及び本邦に到着した日の日当の額は、丙地方につき定める定額とします。

③指定都市、甲地方、乙地方、丙地方は以下のとおり。
〔指定都市〕 シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フラン

シスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・
ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャン

〔 甲 地 方 〕 北米地域、欧州地域、中近東地域のうち、指定都市の地域以外の地域
で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベ
キスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチ
ア、スロヴァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメ
ニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニ
ア・ヘルツェゴヴィナ、マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国、モルド
ヴァ、ユーゴースラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア及び
ロシアを除いた地域

〔 乙 地 方 〕 指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域（本邦を除く ）。
〔 丙 地 方 〕 アジア地域（本邦を除く ）中南米地域、アフリカ地域、南極地域の。

うち、指定都市の地域以外の地域で、インドシナ半島（シンガポール、
タイ、ミャンマー及びマレイシアを含む 、インドネシア、大韓民国、。）
フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地
域

なお、各地域は以下のとおり。
＜北米地域＞北アメリカ大陸（メキシコ以南の地域を除く 、グリーンランド、ハ。）

ワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺島しょ（西イ
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ンド諸島及びマリアナ諸島（グアムを除く ）を除く ）。 。
＜欧州地域＞ヨーロッパ大陸（アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズ

ベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トル
クメニスタン、ベラルーシ、モンドヴァ及びロシアを含み、トルコを除
く 、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラ。）
ス並びにそれらの周辺の島しょ（アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナ
リア諸島を含む ）。

＜中近東地域＞アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、ク
ウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周
辺島しょ

＜アジア地域＞本邦を除く、アジア大陸（アゼルバイジャン、アルメニア、ウクラ
イナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキス
タン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び中近東
地域を除く 、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの。）
周辺の島しょ

＜中南米地域＞メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及
びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

＜大洋州地域＞オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の
島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域に
ある島しょ（ハワイ諸島及びグアムを除く ）。

＜アフリカ地域＞アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェ
ル諸島並びにそれらの周辺の島しょ（アゾレス諸島、マディラ諸島及び
カナリア諸島を除く ）。

＜南極地域＞南極大陸及び周辺の島しょ

【人件費】
①謝金

(ⅰ)本事業を遂行するための専門的知識の提供、情報収集、実験補助、資料整理等
について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費です。謝金は、その性格上、定
められた単価はありませんが、支出に当たっては、常識の範囲を超えない妥当な
根拠によらなければなりません。次に示す金額を参考にし、各大学の他の経費に
よる謝金の単価と調整の上、決定するようにしてください。

区 分 単 価

実 験 補 助 、資 料 整 理 等 概ね７５００円日（１日：８時間）, /
（ 研 究 室 で の 研 究 補 助 ）

情報収集（実地調査、文献調査、検 概ね７５００円日, /
索等）

翻訳・校閲（本業等でない者） 翻訳：概ね４ ８００円日本語 字, / 400
校閲：概ね２ ６００円外国語 字, / 300

(ⅱ)事業者及び各大学の事務職員に対して、本補助金から謝金を支出することはで
きませんので、注意してください。

(ⅲ)謝金の支払いに際しては受領書を徴収してください。研究室等に一定期間出勤
して資料整理等を行う場合には、別添５「出勤表」も作成するようにしてくださ
い。なお、受領書の徴収が困難な場合には、支出の必要性が記載された受領書の
代わりになる書類を作成してください。

(ⅳ)事業の遂行上、外国にいる者に対して謝金を支出する場合には、当該国におけ
、 。る通常の価格を十分踏まえて 過度の支払いとならないように注意してください

②研究支援者等の雇用等
本事業の遂行に必要となる研究員、教員、研究や教育を支援する者等（事業者以
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